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【手続補正書】
【提出日】令和3年6月18日(2021.6.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　公開鍵の電子証明書の発行要求を送信する送信先を設定する送信先設定手段と、
　前記設定された送信先に、前記電子証明書の発行要求を送信する指示を受け付ける受付
手段と、
　前記指示に基づき、前記設定された前記送信先に前記電子証明書の発行要求を送信する
送信手段と、
　前記送信手段により送信された発行要求に基づき発行された前記電子証明書を前記送信
先から取得する取得手段と、
　前記取得手段によって取得された電子証明書を記憶部に記憶する記憶手段と、
　前記電子証明書の発行要求を送信するタイミングを、ユーザによって設定する設定手段
と、
　前記指示を受け付けることなく前記設定手段によって設定されたタイミングで前記設定
された送信先に発行要求を送信する機能を有効にする有効化手段と、
　前記機能が有効である間、前記設定された送信先が変更されないように制御する制御手
段とを有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　さらに、送信先の入力を許可しない画面であって、前記設定された送信先を示す画面を
表示する表示手段を有することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　さらに、前記画面のＨＴＭＬデータを生成する生成手段を有することを特徴とする請求
項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記送信先は、前記発行要求が送信されるＵＲＬとポート番号の少なくとも１つである
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記送信手段は、前記機能が有効である間、ユーザによって設定された間隔で前記要求
を送信することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記電子証明書を生成するために用いられるアルゴリズムや鍵長を設
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定することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記送信先はＳＣＥＰサーバであることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に
記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記送信手段によって前記電子証明書の発行要求が送信された後、前記送信手段は、前
記電子証明書を取得するための取得要求を、前記設定された送信先に周期的に送信するこ
とを特徴とする請求項１乃至７の何れか一項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記機能は、前記指示に基づき前記発行要求が送信された送信先と同じ送信先に前記発
行要求を送信する機能であることを特徴とする請求項１乃至８の何れか一項に記載の情報
処理装置。
【請求項１０】
　さらに、前記機能によって、前記記憶部に記憶されている電子証明書を前記取得された
電子証明書で更新する更新手段とを有することを特徴とする請求項１乃至９の何れか一項
に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記機能が有効化されている間、前記送信先の入力を受け付けないよ
うにすることを特徴とする請求項１乃至１０の何れか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記機能が有効であるため前記送信先を変更できないことを示すメッ
セージを表示部に表示させることを特徴とする請求項１乃至１０の何れか一項に記載の情
報処理装置。
【請求項１３】
　前記機能が無効の場合、前記設定された送信先をユーザにより入力された送信先へ変更
する指示を受け付け、前記送信手段は、前記変更された送信先に前記発行要求を送信する
ことを特徴とする請求項１乃至１０の何れか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　公開鍵の電子証明書の発行要求を送信する送信先を設定する送信先設定ステップと、
　前記設定された送信先に、前記電子証明書の発行要求を送信する指示を受け付ける受付
ステップと、
　前記指示に基づき、前記設定された前記送信先に前記電子証明書の発行要求を送信する
送信ステップと、
　前記送信ステップにより送信された発行要求に基づき発行された前記電子証明書を前記
送信先から取得する取得ステップと、
　前記取得ステップによって取得された電子証明書を記憶部に記憶する記憶ステップと、
　前記電子証明書の発行要求を送信するタイミングを、ユーザによって設定する設定ステ
ップと、
　前記指示を受け付けることなく前記設定ステップによって設定されたタイミングで前記
設定された送信先に発行要求を送信する機能を有効にする有効化ステップと、
　前記機能が有効である間、前記設定された送信先が変更されないように制御する制御ス
テップとを有することを特徴とする情報処理装置を制御する制御方法。
【請求項１５】
　公開鍵の電子証明書を記憶する情報処理装置であって、
　送信先を設定する送信先設定手段と、
　前記電子証明書の発行要求を送信する第一の指示をユーザから受け付ける受付手段と、
　前記第一の指示に基づき、前記設定された前記送信先に前記発行要求を送信する第１の
送信手段と、
　前記送信先から受信した電子証明書を記憶部に記憶する記憶手段と、
　前記発行要求を設定されたタイミングで送信する機能を有効にする有効化手段と、
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　前記設定されたタイミングで前記設定された送信先に前記発行要求を送信する第２の送
信手段と、
　前記機能が有効である間、前記設定された送信先が変更されないように制御する制御手
段とを有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項１６】
　前記設定されたタイミングは、ユーザに指示により設定されたタイミングであることを
特徴とする請求項１５に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記送信先は、少なくともＵＲＬまたはポート番号の何れかを含むことを特徴とする請
求項１５または１６に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記機能が有効化されていない場合、ユーザからの操作に基づき前記送信先を変更する
ことができることを特徴とする請求項１５に記載の情報処理装置。
【請求項１９】
　前記設定されたタイミングは、前記発行要求を送信する日時であることを特徴とする請
求項１５に記載の情報処理装置。
【請求項２０】
　公開鍵の電子証明書を記憶する情報処理装置を制御する制御方法であって、
　送信先を設定する送信先設定ステップと、
　前記電子証明書の発行要求を送信する第一の指示をユーザから受け付ける受付ステップ
と、
　前記第一の指示に基づき、前記設定された前記送信先に前記発行要求を送信する第１の
送信ステップと、
　前記送信先から受信した電子証明書を記憶部に記憶する記憶ステップと、
　前記発行要求を設定されたタイミングで送信する機能を有効にする有効化ステップと、
　前記設定されたタイミングで前記設定された送信先に前記発行要求を送信する第２の送
信ステップと、
　前記機能が有効である間、前記設定された送信先が変更されないように制御する制御ス
テップとを有することを特徴とする制御方法。
【請求項２１】
　請求項１乃至１３の何れか１項に記載の情報処理装置の各手段としてコンピュータを機
能させるためのプログラム。
【請求項２２】
　請求項１５乃至１８の何れか１項に記載の情報処理装置の各手段としてコンピュータを
機能させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本明細書に記載の情報処理装置は、公開鍵の電子証明書の
発行要求を送信する送信先を設定する送信先設定手段と、前記設定された送信先に、前記
電子証明書の発行要求を送信する指示を受け付ける受付手段と、前記指示に基づき、前記
設定された前記送信先に前記電子証明書の発行要求を送信する送信手段と、前記送信手段
により送信された発行要求に基づき発行された前記電子証明書を前記送信先から取得する
取得手段と、前記取得手段によって取得された電子証明書を記憶部に記憶する記憶手段と
、前記電子証明書の発行要求を送信するタイミングを、ユーザによって設定する設定手段
と、前記指示を受け付けることなく前記設定手段によって設定されたタイミングで前記設
定された送信先に発行要求を送信する機能を有効にする有効化手段と、前記機能が有効で
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ある間、前記設定された送信先が変更されないように制御する制御手段とを有することを
特徴とする。
　また、公開鍵の電子証明書を記憶する情報処理装置であって、送信先を設定する送信先
設定手段と、前記電子証明書の発行要求を送信する第一の指示をユーザから受け付ける受
付手段と、前記第一の指示に基づき、前記設定された前記送信先に前記発行要求を送信す
る第１の送信手段と、前記送信先から受信した電子証明書を記憶部に記憶する記憶手段と
、前記発行要求を設定されたタイミングで送信する機能を有効にする有効化手段と、前記
設定されたタイミングで前記設定された送信先に前記発行要求を送信する第２の送信手段
と、
　前記機能が有効である間、前記設定された送信先が変更されないように制御する制御手
段とを有することを特徴とする。
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